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第１２回八女市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和４年１２月６日（火）午後 ３時００分から午後３時５２分

２．開催場所 立花市民ホール

３．出席農業委員（２１名）

１番 月足 靖彦 ２番 鵜木 利通 ４番 牛嶋 徹也

５番 小川 哲郎 ６番 角 秀次 ７番 馬場 康浩

８番 大坪知美子 １０番 仁田原一太 １１番 稲葉 初男

１２番 入江 保生 １４番 今村 嗣範 １５番 増永 勝広

１６番 古賀 則夫 １７番 江﨑 潔 １８番 中村 善徳

１９番 茅島 澄雄 ２０番 中村 輝義 ２１番 田村 一彦

２２番 三宅 覚 ２３番 池㞍 律芳 ２４番 國武 覚

４．出席最適化推進委員（１２名）

３番 平井 照也 ６番 中島 敏彦 １０番 下川 栄一

１３番 中嶋 壽敏 １４番 松延 清隆 １９番 松﨑 保元

２０番 井上 元己 ２４番 田形 隆徳 ２６番 堤 政信

３６番 野中 円三 ４０番 東 正洋 ４５番 森松 利博

５．欠席委員 農業委員（３名）

３番 松尾 健一 ９番 中島 秀徳 １３番 高山 和典

６．欠席委員 最適化推進委員（３名）

３０番 田中 勝之 ３２番 野中 敏成 ３８番 原 義博

７．議事日程

第１ 会議の成立

第２ 議事録署名委員の指名

第３ 議案の上程

第４ 議案の審議

議案第５７号 令和４年第１１回農業委員会総会保留議案

農地法第５条の規定による許可申請書の処理について

報告第２４号 農地法第１８条第６項の規定による通知の報告について

議案第５８号 農地法第３条の規定による許可申請書の処理について

議案第５９号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の処理
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について

報告第２５号 農地改良行為の届出について

報告第２６号 農地法施行規則第２９条の規定による報告について

報告第２７号 農地法施行規則第５３条の規定による報告について

議案第６０号 農地法第４条の規定による許可申請書の処理について

議案第６１号 農地法第５条の規定による許可申請書の処理について

８．農業委員会事務局職員

次長 平島 聡 書記 樋口 昌伸 書記 西原 佑美 黒木支所 井上

雄治 立花支所 田中 克彦 中嶋 隆裕 上陽支所 松尾 誠 星野

支所 橋本 祐助 山口 輝信 矢部支所 城 豪志

９．会議の概要（発言の内容については、その要旨を記載しており、個人情報に

関係すると思われる部分等については削除しています。）

議 長

議 長

議 長

議 長

皆様こんにちは。本日の第１２回総会は、総会開始前に前回継続審

議となっておりました八女市津江における農地転用の案件の現地確認

を行いました。皆様方には大変ご迷惑をお掛けしました。なお最適化

推進委員の皆様には１時間、参集時間を遅らせていただき大変ご迷惑

をお掛けしました。それでは、ただいまより農業委員会総会を開会い

たします。

（ 議 長 着 席 ）

日程 第１・会議の成立

只今の出席委員の数は農業委員 ２１名 、

農地利用最適化推進委員 １２名 であります。

会議規則第６条の規定により、本日の会議は成立いたしました。

日程 第２・議事録署名委員の指名を行います。

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、１４番

今村嗣範委員、１５番増永勝広委員を本日の会議の議事録署名委員に

指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、そのように決定いたしました。
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議 長

議 長

事務局

日程 第３・議案の上程を行います。

事務局より案件の朗読をお願いします。

（ 案件朗読 ）

事務局朗読のとおり、報告４件・議案５件を一括議題といたします。

１ページをお願いします。

議案第５７号、令和４年第１１回農業委員会総会保留議案、農地法

第５条の規定による許可申請書の処理について、事務局より説明をお

願いします。

ご説明いたします。

申請地は、八女市津江にあります八女人形会館より東へ２００ｍほ

ど進んだ農地になります。

農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域

が定められた農地であり、第３種農地と判断します。

申請地は、八女市津江字西ノ前７７２番３、登記・現況ともに畑、

面積は９２㎡、外３９筆、合計面積２８，００１㎡です。全体計画面

積２８，０２８㎡です。

この土地を京都府京都市伏見区の株式会社 代表取締役 氏

が、八女市津江の 氏他１８人から所有権移転及び地上権設定によ

り譲り受けられまして、太陽光発電設備用地として利用するための申

請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

これまでの経過について、この案件につきましては、第１１回総会

におきましてご審議いただき継続審議となった案件になります。

継続審議理由は、これまで田越しに水がきているものが、大雨の際、

越水するなど隣接農地に支障を生じる恐れがあるのではないかという

こと、そして、下流域に用水をつたって花宗川が氾濫する一因になる

のではないかという疑念があるということで、継続審議になった次第

です。

申請者へ内容を伝えた計画を見直されました。疑念が生じた部分の

解消として継続審議議案資料に添付しておりますように、現状の畦を

活かしながら、幅３０ｃｍ、高さ３０ｃｍの畦を造ります。発電敷地

境界及び敷地内の畦畔を維持及び増強・新設し、従来同様に農地に雨
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事務局

議 長

水を溜めることで、自然浸水の機能保持と下流域への雨水排水は一度

に流出されないよう従前の排水経路にて排出される計画です。この計

画を受けまして今回議案として挙げさせていただきました。

なお１１月２９日に、八女地区農業委員及び最適化推進委員を対象

に説明会が開かれております。その中で地元住民は納得しているのか

などの質問を受けて、申請者から地元住民説明会の議事録及び地元と

かわす予定の覚書の案を提出いただいています。

農地法での転用許可基準につきましては、立地基準及び一般基準が

あります。立地基準は農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況

からみて区分し、許可の可否を判断します。一般基準は、農地転用の

確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性を審査する基準です。

立地基準では、用途地域ですので原則許可となります。

一般基準では、資力及び信用、妨げとなる権利を有する者の同意、

行政庁の免許、許可、認可等処分の見込み、計画面積の妥当性、周辺

の農地等に係る営農条件への支障の有無などが審査基準になります。

前回この点におきまして、周辺の農地等に係る営農条件ということ

で、今回出されております畦間畦の維持と補強ということで被害防除

措置の妥当性があると判断できます。周辺農地の支障になりますが既

存水路及び新規土側溝を設置し、稲の作付けには支障がないように計

画されております。また、進入路も確保されております。転用の審査

基準に照らし、妥当であると判断します。

また、造成工事は行わず整地のみの計画で、バラスや防草シートは

されません。段差については、パネルを支える柱の長さで調節されま

す。

里道につきましては、フェンスとフェンスの最小幅は農業用の機械

が通れるように幅を設けられ、市道及び里道をふさがない計画になっ

ております。なお、電気を送るために道の地下を横断して電線を埋設

されます。占有許可の写しを添付されています。

つきましては、転用計画は転用の審査基準に照らし、妥当であると

判断します。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明が終わりました。ただいまから質疑討論を行います。

ご異議ありませんか。
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農業委員

２１番

すみません、反対意見として先日述べました。

まずは、農地法第３条に、農業委員の人と触れなければならないと

いうことで、少なくとも農業委員会の事務局ではないということ。た

だし農業委員会制度は、第２６条に農業委員会に職員を置くというこ

とで、職員は農業委員会が任命すると、職員は会長の指揮で農業委員

会、委員をもって構成する組織の事務に従事するということになって

おります。よって会長の指揮を受け、職員が議案として提出し、議案

書提出で会長名が履行されるということは、皆さん知っていると思い

ます。前回ここまでが言わなかったので、理解できなかった方がおり

ますので、もう一度申しております。

その中で現状していた内容であるということです。業者より申請さ

れた内容は事前に農業委員の確認の必要なし。事前の地元説明も必要

なし。最終的には、丸で書いているところの意見書をつけて印刷すれ

ばいいということで、議案がついているのではないかなと思っており

ます。それと内容を確認していると、どういうわけか、いかにも行政

区長が助演するのではないかということで、資料がついております。

これと関係として任命されていれば別ですけども、私も行政区長をや

っております。そのような役割は行政区長にはありません。それで先

程の内容からすれば、覚書は農業委員会会長と結ぶべきではないかな

と感じております。

あと最終的に業者の地元説明が必然的ではないと、先程も１年ほど

前からやっていたということであれば、元々事前にそういう地元間で

話をするべきではなかったなというふうに思っております。事務局の

発言の弁解により、もし業者が内諾を伏せていると判断すれば農地転

用審議基準に違反する案件ではないか、業者から一枚も悪気を取れば

済むような問題ではないというふうに思っております。

それともう一点、先程の説明にもありましたけど、農地法に違反す

るのではないかと。この件はあまり議題になりませんでしたけど、こ

の案件ができた時に事務局に確認をしました。そしたら、それは違う

ということで認められるという反論がありましたけども、私はそうで

はないと見解をしております。農地法の運用について、災害を発生さ

せる場合があるということで周辺の住民、営農条件へ支障を及ぼすと

いうことがあるかということですけども、この中に最終的に報告以外

の段階を申請に係る農地等の位置から見て造られる時に、存在する農

地を蚕食し、または分断する恐れがあると認められる場合。それから、
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議 長

議 長

周辺の農地に日照等影響を及ぼす恐れがあると認められる場合等があ

るとありますので、これに該当するのではないかと思っております。

最終的にまだまだ課題が山積しており、この議案そのものが売却され

るような予定にあるところまで本当に究極的にそのような内容で、刑

事責任ができているかどうかわからないということで、私としては反

対の意見として述べさせてもらいます。ですから、最終的に通ったと

しても一票は反対だと、ただし私は、行政区長の立場からして非常に

心配していたのが水の流れです。それに関しては、もし今述べられて

いるような内容であれば非常に努力していると、これは認めておりま

す。ただ、先程述べた内容で今回は反対が続いております。以上でご

ざいます。

次に賛成の方のご意見を伺います。どなたかご意見ございますか。

賛成等なければ裁決に入らせていただきます。よろしいですか。そ

れでは、質疑討論を終結します。

この案件は継続審議でありました以上、挙手によって採決を行いま

す。まず許可相当とするお考えの方の挙手を願います。事務局は人数

の確認をお願いします。農業委員さんのみ挙手でお願いします。

はい、下してください。

反対の方の挙手を願います。１名です。

本日の農業委員出席２１名でございました。賛成の方が２０名、反

対の方が１名で賛成多数で許可相当という形となりましたので、ご報

告申し上げます。

なお許可相当と判断いたしましたけれども、これは十分、前回から

今回、そして色々な意見が複雑多岐にわたって、やはりこの案件につ

いては重要な審議が必要であるということで、１１月２９日に事前の

業者を交えての聞き取り調査、そして本日、農業委員さん全員を交え

ての現地の確認ということで、二度にわたって調査確認を行った次第

でございますので、意見で出ておりました下流域の特に浸水被害等が

過去にあった地域でありますので、この事業が直接的に浸水被害等に

結果を及ぼさないような十分な配慮を行うように意見をまとめて、一

同意見として付け加えることにいたしたいと思います。よろしいです

か。それでは、次に進みます。

４ページをお願いします。
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

報告第２４号、農地法第１８条第６項の規定による通知の報告につ

いて、事務局より通知の説明をお願いします。

ご説明いたします。

農地法第１８条第６項の規定による通知の報告については６件で

す。総合計については、５ページをご確認ください。

解約のあった土地１２筆のうち田１１筆、畑１筆、合計面積１３，

９０３㎡です。それぞれ合意解約で離作措置条件等はありません。添

付書類も含め完備しておりましたので、会長専決により書類を受理致

しました。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

６ページをお願いします。

議案第５８号、農地法第３条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番を事務局より説明をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地は、上陽町北川内船木３３３９番１、登記・現況ともに畑、

面積１１７㎡外１筆、合計面積１，０７１㎡です。

この土地を譲渡人、上陽町北川内の 氏の経営縮小と譲受人、上

陽町北川内の 氏の経営拡大による所有権移転売買の申請です。以

上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号２番を事務局より説明をお願いします。
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事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

２番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町今字西原２６７番１、登記・現況ともに田、面積

５２４㎡外４筆、合計面積２，７５３㎡です。

この土地を譲渡人、福岡市中央区の 氏の経営縮小と譲受人、黒

木町北木屋の 氏の経営拡大による所有権移転売買の申請です。以

上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号３番を事務局より説明をお願いします。

３番についてご説明いたします。

申請地は、八女市豊福字辻８３９番１、登記・現況ともに畑、面積

２９４㎡外１筆、合計面積３９４㎡。譲渡人、久留米市北野町の 氏

の農業廃止と、譲受人、八女郡広川町の 氏の相手方の要望という

ことでの所有権移転贈与の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号４番を事務局より説明をお願いします。

４番についてご説明いたします。

申請地は、八女市忠見字漆尾３３３番、登記・現況ともに田、面積

３１８㎡。譲渡人、埼玉県さいたま市北区の 氏の遠方による耕作
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

困難と、譲受人、八女市忠見の 氏の相手方の要望ということでの

所有権移転贈与の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号５番を事務局より説明をお願いします。

５番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町北木屋字掛橋４８７番１、登記・現況ともに田、

面積４６１㎡外１筆、合計面積５２５㎡です。

この土地を譲渡人、黒木町木屋の 氏の経営縮小と譲受人、黒木

町北木屋の 氏の経営拡大による所有権移転贈与の申請です。以上

でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号６番を事務局より説明をお願いします。

６番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町大淵字村中９７５０番１、登記・現況ともに田、

面積６３５㎡です。

この土地を譲渡人、黒木町本分の 氏の親族への贈与と譲受人、

黒木町大淵の 氏の親族からの受贈による所有権移転贈与の申請で

す。以上でございます。
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号７番を事務局より説明をお願いします。

７番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町大淵字谷頭９５５３番、登記・現況ともに田、面

積７７７㎡外１２筆、合計面積９，９５０㎡です。

この土地を譲渡人、黒木町大淵の 氏の子への贈与と譲受人、黒

木町大淵の 氏の親からの受贈による所有権移転贈与の申請です。

以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

続いて番号８番を事務局より説明をお願いします。

８番についてご説明いたします。

申請地は、立花町山崎字下立石１３５７番、登記・現況ともに田、

面積１，７０７㎡外２筆、合計面積２，５６３㎡。譲渡人である立花

町山崎の社会福祉法人 氏の社会福祉法人の解散に伴う残余財産の

帰属により、譲受人である八女市柳島の社会福祉法人理事長 氏へ

所有権移転されるための申請です。

農地の権利移動につきましては、不許可の例外規定としまして農地

法施行令第２条第１項ハの規定により、「教育・医療又は社会福祉事

業を行うことを目的として設立された法人が、その権利を取得しよう

とする農地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると
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議 長

議 長

議 長

事務局

認められる場合は、農地の取得ができる」とされております。

今回の農地の取得につきましては、施設の利用者が就農や実習等の

ための農場として利用されるとのことです。また、定款・謄本等にお

いて利用者が自立した生活を地域社会において営むことができるよう

支援することを法人の目的としてあり、業務の運営に必要と認められ

ますので、不許可の例外として農地の取得が可能です。以上でござい

ます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

９ページをお願いします。

議案第５９号、農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定の処理について、事務局より説明をお願いします。

本案件は、八女市農用地利用集積計画について、八女市長から本委

員会に対して決定を求められているものでございます。

今回は、所有権移転の案件が４件ございます。

番号１番、申請地、八女市酒井田字島田７５３番、登記・現況とも

に田、面積２，２０３㎡。こちらを、八女市本町の 氏より八女市

立花町北山の 株式会社代表 氏へ売買により所有権移転される

ものです。 株式会社は令和４年３月から農地所有適格法人として

農地の権利を取得され、農業経営をされております。農地所有適格法

人の要件であります「法人形態要件」「事業要件」「議決権要件」「役

員要件」の４点については、報告書にて確認しており、すべての要件

を満たしていることをご報告いたします。

番号２番、申請地、八女市本字大門６０４番、登記・現況ともに田、

面積２，７０４㎡。こちらを、八女市本の 氏より八女市平田の
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議 長

議 長

議 長

事務局

議 長

氏へ売買により所有権移転されるものです。

番号３番、申請地、八女市室岡字講田１１７３番２、登記・現況と

もに畑、面積３０９㎡外１４筆、合計面積７，５９３㎡。こちらを、

八女市室岡の 氏より八女市室岡の 氏へ売買により所有権移転

されるものです。

番号４番、申請地、八女市星野村字龍庄川８３３７番、登記・現況

ともに田、面積１，１６８㎡外２筆、合計面積１，７６８㎡。こちら

を、八女市星野村の 氏より八女市星野村の 氏へ売買により所

有権移転されるものです。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定しました。

１１ページをお願いします。

報告第２５号、農地改良行為の届出について、番号１番を事務局よ

り説明をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地は、八女市宮野にありますべんがら村より南へ７００ｍほど

進んだ農地になります。申請地は、八女市柳瀬字茶ノ木ノ本５４１番

１、登記・現況ともに田、面積は６８２㎡です。

この土地を耕作不便ということで３０ｃｍほどの盛り土をして野菜

を作られる計画となっております。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

１２ページをお願いします。
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

報告第２６号、農地法施行規則第２９条の規定による報告について

番号１番を事務局より説明をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地の場所は、黒木町桑原地区にあります輝翔館中等教育学校の

北側入り口から北東に１０ｍほどの今地区の農地です。申請人は八女

市黒木町今の 氏です。申請地の所在地番は、黒木町今字中田２９

６番１、登記・現況ともに田です。面積５２９㎡のうち６０㎡を駐車

場（農業用車両）用地とされるものです。自作地であり、隣接農地の

同意もあります。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

１３ページをお願いします。

報告第２７号、農地法施行規則第５３条の規定による報告について、

番号１番を事務局より説明をお願いします。

１番についてご報告いたします。

認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、中継施設等を設

置する際に転用する場合は、農地法施行規則第５３条第１４号により、

農地の転用のための権利移動の制限が除外されます。これにより農業

委員会は、事業者からの届を受理することとしております。

申請地は、矢部支所から北へ約６ｋｍの場所に位置する農地で、

株式会社 基地局設置統括部部長 氏が八女市矢部村の 氏の土

地の一部を貸借されるものです。

地番は、八女市矢部村北矢部字平２３８７番１、登記・現況ともに

畑、面積は、６０９㎡のうち２．２５㎡です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

続いて番号２番を事務局より説明をお願いします。
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事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

２番についてご報告いたします。

内容は１番と同じく、認定電気通信事業者が有線電気通信のための

線路、中継施設等を設置する際に転用するための届出になります。

申請地は、矢部支所から北へ約８ｋｍの場所に位置する農地で、株

式会社 基地局設置統括部部長 氏が八女市矢部村の 氏の土地

の一部を貸借されるものです。

地番は、八女市矢部村北矢部字漆ノ迫２５４６番１、登記・現況と

もに田、面積は、９３㎡のうち２．２５㎡です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

１４ページをお願いします。

議案第６０号、農地法第４条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明と現地調査の報告をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地は、八女市立野にあります福岡八女農業協同組合西支店より

東へ５００ｍほど進んだ農地になります。農地の区分は都市計画法第

８条第１項第１号に規定する用途地域が定められた農地であり、第３

種農地と判断します。

申請地は、八女市稲富字田中４０４番１、登記・現況ともに田、面

積３４７㎡、全体計画面積３５８㎡です。

この土地を八女市稲富の 氏が貸家用地（２戸）として利用する

ための申請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれてい

ます。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は公共下水道で処理され、雨水は東側

側溝に排水される計画です。特段問題はないと確認しております。ご

審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

１５ページをお願いします。

議案第６１号、農地法第５条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明と現地調査の報告をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地は、八女市祈祷院にあります学校法人 の西側に隣接し

た農地になります。

農地の区分は、宅地化の状況からみて市街化が見込まれる区域内に

ある農地であって、第２種農地と判断します。

申請地は、八女市祈祷院字屋敷４１２番２、登記・現況ともに畑、

面積２００㎡外３筆、合計面積６３３㎡、全体計画面積２，８１０㎡

です。

この土地を八女市祈祷院の学校法人 理事長 氏が、福岡

県みやま市瀬高町小田の 氏から譲り受けられまして、駐車場及び

園庭用地として利用するための申請です。隣接する農地の同意はあり、

水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、雑排水は発生しません。雨水は北側水路に排水さ

れる計画です。特段問題はないと確認しております。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に
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事務局

議 長

議 長

事務局

進達いたします。

続いて番号２番の説明と現地調査の報告をお願いします。

２番についてご説明いたします。

申請地は、八女市井延にありますセブンイレブン井延店より南西へ

５０ｍほど進んだ農地になります。

農地の区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地であり、第１種農地と判断します。第１種農地は原則不許

可でございますが、例外規定の一つであります既存施設の拡張にあた

り、既存施設の２分の１の面積を超えないものですので、農地の区分

と転用目的は問題ないと考えます。

申請地は、八女市祈祷院字白石７１番１、登記は田、現況は畑、面

積は１，７２５㎡です。この土地を八女市井延の有限会社 工業 代

表取締役 氏が、八女市井延の 氏から賃貸借で譲り受けられま

して、貸資材置場及び貸駐車場用地として利用するための申請です。

隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は発生しません。雨水は北側水路に排

水される計画です。特段問題はないと確認しております。ご審議のほ

どよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号３番の説明と現地調査の報告をお願いします。

３番についてご説明いたします。

申請地は、八女市津江にあります株式会社 フジキ工芸よりバルビ

ゾン通りを山内方面へ３００ｍほど進んだ農地になります。

農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域
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議 長

議 長

事務局

が定められた農地であり、第３種農地と判断します。

申請地は、八女市津江字西ノ前６３０番１、登記・現況ともに田、

面積は１，０５５㎡です。

この土地を八女市黒木町本分の 氏が、八女市光の 氏、 氏

から譲り受けられまして、宅地造成用地として利用するための申請で

す。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は公共下水道で処理され、雨水は北側

側溝に排水される計画です。特段問題はないと確認しております。ご

審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号４番の説明と現地調査の報告をお願いします。

４番についてご説明いたします。

申請地は、八女市忠見にあります八女市立見崎中学校より西側へ２

００ｍほど進んだ農地になります。

農地の区分は、第１種農地と判断します。内容は１番と同じです。

申請地は、八女市忠見字１１２４番３、登記・現況ともに田、面積

は３３０㎡です。

この土地を福岡県久留米市高良内町の 氏が、八女市忠見の

氏から無償で譲り受けられまして、専用住宅用地として利用するため

の申請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽で処理され、雨水は西側

にあります溜枡を通って側溝に排水される計画です。特段問題はない

と確認しております。ご審議のほどよろしくお願いします。
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議 長

議 長

事務局

議 長

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号５番の説明と現地調査の報告をお願いします。

５番についてご説明いたします。

申請地は、八女市新庄にあります八女市立八幡小学校より西へ７０

０ｍほど進んだ農地になります。

農地の区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地で第１種農地と判断します。第１種農地は原則不許可でご

ざいますが、住宅その他の申請に係る周辺の地域において居住する者

の日常生活上又は業務上必要な施設で集団に接続して設置されるもの

ですので、農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。

申請地は、八女市新庄字板月９番３、登記・現況ともに田、面積４

９５㎡です。

この土地を福岡県みやま市髙田町亀谷の 氏が、八女市の 氏

から無償で譲り受けられまして、専用住宅用地として利用するための

申請です。隣接する農地は申請者農地であり同意不要です。水利の承

諾はとれています。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認も行った結果、生活雑排水は合併浄化槽により北側水路に排水さ

れ、雨水も北側水路に排水される計画です。ご審議のほどよろしくお

願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）



NO19

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号６番の説明と現地調査の報告をお願いします。

６番についてご説明いたします。

申請地は、八女市室岡にあります岡山保育園の北側より道を挟んだ

農地になります。

農地の区分は、第１種農地と判断します。内容は５番と同じです。

申請地は、八女市室岡字駄渡瀬１２８６番５、登記・現況ともに畑、

面積５１５㎡です。

この土地を八女市室岡の 氏が、八女市鵜池の 氏から譲り受

けられまして、専用住宅用地として利用するための申請です。隣接す

る農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽により南側側溝に排水さ

れ、雨水も南側側溝に排水される計画です。

また申請地は、八女市農業振興地域整備促進協議会で審議され、八

女市が農振除外を決定後、今回申請されるものです。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号７番の説明と現地調査の報告をお願いします。

番号７番についてご説明いたします。

申請地は、立花町白木の西原公民館すぐ北側に位置する農地です。

農地の区分は、第１種農地と判断します。内容は２番と同じです。

申請地は、立花町白木字西原１２１番８、登記・現況ともに田、面

積３６２㎡。



NO20

議 長

議 長

事務局

議 長

この土地を八女市馬場の 氏が、立花町白木の 氏より使用貸

借され、専用住宅用地として利用するための申請です。隣接する農地

の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地調査を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽で

処理され、西側側溝へ排水される計画です。雨水も同様に排水される

計画であり、特段問題はないと確認しております。ご審議のほどよろ

しくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号８番の説明と現地調査の報告をお願いします。

８番についてご説明いたします。

申請地は、立花中学校より３００ｍほど東に位置しており、県道 湯

辺田・瀬高線に面した農地です。

農地の区分は、第１種農地と判断します。内容は２番と同じです。

申請地は、立花町谷川字小路９６２番１、登記・現況ともに畑、面

積５９４㎡。

この土地を立花町上辺春の 氏が、福岡県久留米市の 相続

財産管理人 弁護士 氏より譲り受けられまして、資材置場及び駐

車場用地として利用するための申請です。隣接する農地の同意はあり、

水利の承諾もとれています。

１１月２５日に現地調査を行った結果、生活雑排水は発生せず、雨

水は自然流下により、南側の既存側溝に排水されます。特段問題はな

いと確認しております。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。



NO21

議 長

議 長

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

以上で議案の審議は全部終了いたしました。

これをもって、本日の会議を終了いたします。大変お疲れさまでご

ざいました。

（ 閉会宣言 １５時５２分 ）


